
 

南富良野町公告第４号 

南富良野町財務規則（平成２０年南富良野町規則第１６号）第９８条の規定に基づき、条

件付一般競争入札について次のとおり公告する。 

令和 ８年 ６月２９日 

南富良野町長 髙橋 秀樹 

１ 入札に付する工事の内容 

（１）工 事 名  幾寅地区簡易水道機械計装設備更新工事 

（２）工事場所  南富良野町字幾寅 

（３）工事概要  幾寅浄水場  

         PAC注入設備 次亜塩素注入設備 原水流量計 送水流量計  

         既設ろ過水流量計 ろ過池流入流量計 処理水送水流量計 除湿機 

浄水地水位計 配水池水位計 更新 

（４）工  期 契約締結の日の翌日から令和 ９年 ３月 ８日まで 

（５）予定価格 ４２，６９０，０００ 円（消費税及び地方消費税相当額を除く） 

 

２ 入札参加資格 

 次の資格要件をすべて満たす３社以内による経常・特定建設工事共同企業体の共同施工

方式とし、結成にあたっては構成員が自主的に結成するものとする。 

（１）経常・特定建設工事共同企業体の代表者は、建設業法第３条の規定による電気工事業

の特定建設業又は、一般建設業の許可を受けている者で、南富良野町における令和７・

８年度の入札参加資格が A等級に格付けされている者。 

（２）代表者以外の構成員は、建設業法第３条の規定による電気工事業の特定建設業又は、

一般建設業の許可を受けている者で、南富良野町における令和７・８年度の入札参加資

格が B等級以上に格付けされている者。 

（３）代表者の出資比率が構成員中最大であり、かつ３社による共同企業体の構成員の最小

比率は３０％以上とする。 

（４）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「令」という。）第１６７条の４

の規程に該当しない者であること。 

（５）公告の日から入札執行日までのいずれの日においても、南富良野町競争入札参加資格

者指名停止事務処理規程に基づく指名停止を受けていないこと。 

（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされて

いる者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立がな

されている者（会社更生法にあっては更生手続開始の決定、民事再生法にあっては再生

手続開始の決定を受けている者を除く。）でないこと等、経営状態が著しく不健全でな

いこと。 

（７）建設業法第２６条に規定する監理技術者または、国家資格を有する主任技術者を選

任で配置できること。 

（８）次に掲げる一定の資本関係又は人的関係にある者が同一の入札に参加していないこ

と。 



① 資本関係 

ａ 親会社と子会社の関係にある場合 

ｂ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

② 人的関係 

ａ 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 

ｂ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第６７条第１項又は民事再生法

第６４条第２項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合 

③ その他 

①、②と同視し得る特定関係があると認められる場合 

（９）経常・特定建設工事共同企業体の代表者は、過去 10年間（平成２８年～令和７年度）

に官公庁または民間発注工事において 2,000 万円以上の同種工事を、元請として施工

し完了した実績を有すること。（共同企業体の構成員としての実績の場合は出資比率が

２０％以上のものに限る。） 

（１０）経常・特定建設工事共同企業体の構成員は、過去 10年間（平成２８年～令和７年

度）に官公庁または民間発注工事において 1,000 万円以上の同種工事を、元請として

施工し完了した実績を有すること。（共同企業体の構成員としての実績の場合は出資比

率が２０％以上のものに限る。） 

 

３ 入札参加資格の審査に必要な申請書等の提出期間等 

この条件付一般競争入札に参加を希望する者は、２に掲げる入札参加資格を有すること

を証明するため、次のとおり申請書及び資料を提出し、町長から入札参加資格の有無につい

て、確認を受けなければならない。 

なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者または、入札参加資格がないと認められ

た者は、この条件付一般競争入札に参加することができない。 

（１）提出書類 

① 条件付一般競争入札参加資格審査申請書（南富良野町条件付一般競争入札試行実

施要綱（令和４年７月１日制定。以下「要綱」という。）様式１） 

② 資本関係・人的関係調書（要綱様式２） 

③ 配置予定技術者調書（要綱様式３） 

④ 類似工事施工実績調書（要綱様式４） 

⑤ 建設工事入札参加資格申請書（経常・特定建設工事共同企業体）（要綱様式５） 

⑥ 経常・特定建設工事共同企業体協定書（要綱様式６） 

なお、申請書類は、南富良野町建設課において公告の日から無償で配付するほか、南富

良野町行政ホームページからもダウンロードすることができる。 

http://town.minamifurano.hokkaido.jp// 

（２）提出期間 

令和 ８年 ６月 ２９日（月）から令和 ８年 ７月 ９日（木）までの休日を除く、

午前８時３０分から午後５時１５分まで。 

 

 

http://town.minamifurano.hokkaido.jp/


（３）提出場所 

〒０７９－２４０２ 

空知郡南富良野町字幾寅 

南富良野町役場 建設課上下水道係 

電話 ０１６７－５２－２１７９（課直通） ＦＡＸ ０１６７－５２－２２２５ 

（４）提出方法 

持参による。（郵送又はファクシミリ等によるものは受け付けない。） 

（５）入札参加資格審査の結果については、令和 ８年 ７月 １４日（火）までに通知す

る（要綱様式７）。なお、この通知は、入札時に使用するので保管しておくこと。 

 

４ 入札参加資格がないと認めた者への理由の説明 

（１）入札参加資格がないと通知を受けた者は、その理由について説明を求めることができ

る。この場合、令和 ８年 ７月 １５日（水）までに町長（提出先 建設課）に対し、

書面で持参により提出するものとし、持参以外（郵送、ファクシミリ等）による提出は

受け付けない。 

（２）（１）の説明を求めた者に対し令和 ８年 ７月 １６日（木）までに書面（要綱様

式８）により回答する。 

 

５ 見積用設計図書を配付する期間及び場所 

（１）期間 

令和 ８年 ６月 ２９日（月）から令和 ８年 ７月 １７日（金）までの休日を除

く午前８時３０分から午後５時１５分まで。 

（２）場所 

３（３）に同じ。 

 

６ 設計図書に対する質問 

（１）提出方法 

書面により持参、郵送又はファクシミリにより提出を受け付ける。 

（２）提出先及び期限 

３（３）へ、令和 ８年 ７月 １７日（金）までに提出すること。 

（３）質問への回答 

質問者に対しては、書面によりファクシミリ等で回答する。なお、質問に対する回答書

は、入札日の前日までの休日を除く毎日、午前８時３０分から午後５時１５分まで、３（３）

の場所において閲覧に供するとともに、南富良野町ホームページに掲載する。 

 

７ 入札手続等 

（１）入札及び開札の日時 

令和 ８年 ７月 ２１日（火） １０時 ００分 

（２）入札及び開札の場所 

南富良野町役場２階大会議室 



（３）入札方法 

① 入札書、３（５）の要綱様式７を持参すること。（郵便等による入札は認めない。） 

② 落札決定に当っては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相

当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を

切り捨てた金額）をもって落札価格とするので入札者は、消費税に係わる課税事業者

であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１０

０に相当する金額を入札書に記載すること。 

 

８ 契約事項を示す場所 

３（３）の場所で閲覧に供する。 

 

９ 工事費内訳書の提出 

   入札書と併せて工事費内訳書を提出する。 

 

１０ 契約書 

契約書の作成を要する。 

 

１１ 入札保証金及び契約保証金 

（１）入札保証金 免除する。 

（２）契約保証金 免除する。 

 

１２ 支払条件 

（１） 前金払 契約金額の４割に相当する額を行う。 

（２） 中間前払金 有り 

（３） 部分払 有り。（ １回以内とする。）（中間前払金か部分払いかのどちらか選択） 

 

１３ 入札の無効 

本公告に示した入札参加資格のない者のした入札、申請書又はその他必要な書類に虚

偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した者の入札は無効とする。 

 

１４ 入札の中止等 

入札までの間にやむを得ない事由のため、当該工事の入札を延期又は中止することが

ある。また、入札執行の際、入札者が１共同企業体未満の場合は、入札を中止する。 

 

 

１５ 最低制限価格の設定 

最低制限価格を設定している。（最低制限価格を下回った場合は、落札者としない。） 

 

１６ その他 

（１）入札参加者は、南富良野町財務規則、入札心得その他関係法令を遵守すること。 



（２）申請書及び資料に虚偽の記載をした場合は、南富良野町競争入札参加者指名停止事務

処理規程に基づく指名停止を行うことがある。 

 

１７ 問い合わせ先 

３（３）に同じ。 


